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仕    様    書 

件     名 作成年月日 令和７年１０月  日 

弾着監視システム定期整備 

作成部隊名 湯布院駐屯地業務隊 

作 成 者 防衛事務官  青山 英章 

調達要求番号 5SS01AZ5077 
 

1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する弾着監視システム（以下，“本システム”という。）の

定期整備について規定する。 

2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。 

(1) 定期整備  

     定期整備とは、本システムを常に良好な状態に維持するために実施し、取扱説明書等で示され

た定期的な点検及び定期交換部品の交換等をいう。 

(2) 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部

を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

(3) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

(4) その他 

弾着監視システム 取扱説明書 ＤＳ０９０８３０－０１０ 

 

3 整備に関する要求 

(1) 一般的要求事項 

一般的要求事項は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の 2.1 による。 

(2) 整備の種類 

     整備の種類は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.2f)に示す“点検”とする。 

(3) 整備の作業方式 

     整備の作業方式は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.3に示す“標準（又は確定）作業方式と

する。 

4 定期整備 

  作業内容は、表1によるものとし、作業中に異常個所が見つかった場合に付いては、速やかに異常

部位を契約担当官等に報告するとともに、異常部位及び症状を作業報告書に記載するものとする。 

5 整備対象品 

整備対象品は、別紙「調達要領指定書」によって指定する。 

6 整備実施場所 

整備対象品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、官側施設内とする。 

7 部品・副資材 

部品及び副資材は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２

の2.9による。 
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8 機能・性能 

機能及び性能は、整備対象品本来の機能及び性能を満足するものとする。 

9 整備作業の中止 

整備作業の中止は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.14による。 

 

表1－定期整備 

 

10 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

11 その他の指示 

無償貸付品及び官給品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５ 

００００２の5.1による。 

12 提出書類 

   提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。 

13 交換済み部品の処置 

   定期整備により交換した部品は、契約相手方が引き取るものとする。 

表2－提出書類 

番号 品名 部数a) 提出先 提出時期 

１ 作業報告書 １部 契約担当官等 作業終了後速やかに 

注a)  規定の部数を変更する場合は、調達要領指定書による。 

14 その他 

(1) 官側の支援 

官側の支援に付いては、調達要求指定書によって指定する場合を除き、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０

０００２の7.3による。 

(2) 不具合等の処理 

     定期整備履行に当たり、不具合等が発生した場合は、速やかに契約担当官等の指示をうけるも

のとする。 

 

15 仕様書に関する疑義 

 契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。 

番号 工程名 作業内容 

１ 外観点検 外観に関する変形、破損及び部品脱落の有無を目視で確認する。 

２ 始業点検 各装置の起動等の動作点検を実施する。 

３ 清掃 各部位の清掃 

４ 定期整備 1 定期交換部品の交換及び調整 

2 ソフトウェアの更新 

５ 点検 各装置の起動等の動作点検を実施する。 


